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１ 開  催  日  時   令和 3 年 4 月 22 日（木） 午後 2 時～午後 2 時 20 分まで 

２ 場 所   富田林市役所 庁議室 

３ 出 席 委 員   教   育   長          山口 道彦 

教育長職務代理者          山元 直美 

委      員          勝山 健一 

委      員          南 栄子 

委      員          水本 哲也 

事  務  局   教育総務部長            澤田 和秀  

生涯学習部長            音羽 伸彦 

教育総務部付部長兼教育指導室長   石田 利伸 

生涯学習部次長兼文化財課長     柳田 兼利 

教育総務部次長兼教育指導室次長   西岡 隆 

教育総務課長            木下 治彦 

生涯学習課長            道籏 覚 

教育総務課長代理（書記）      谷塚 昌彦    

 ４ 公 開 の 有 無   公開 

 ５ 非公開の理由   －  

６ 傍 聴 人 数   0 人 

７ 所 管 部 署   教育総務部教育総務課 
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 ８ 議事等の内容 

 

木 下 教 育 総 務 課 長  令和 3年度 4月定例会議に入ります前に、事務連絡から始めさせていただきます。 

次回の定例会議の日程でございますが、5 月 27 日（木）午後 2 時 00 分から、富

田林市役所庁議室での開会を予定しております。それでは、本日の議事日程をご説

明させていただきます。お手元の議事日程をご覧ください。 

まず、日程第 1 につきましては、会議録署名委員の指名について、でございます。 

日程第 2 は会議録の承認でございます。 

日程第 3 につきましては、教育長報告でございます。今月は教育委員会の後援名

義承認申請のあった行事についての 1 件です。 

最後に、日程第 4 につきましては、富田林市教育委員会の議決を経るべき議案で

ございます。今月は、令和 3 年度の夏季休業日の変更及び創立記念日における授業

の実施について、富田林市公私立幼稚園連絡協議会委員の委嘱・任命について、富

田林市伝統的建造物群保存審議会委員の委嘱・任命についての 3 件でございます。 

それでは、教育長開会をお願いいたします。 

山 口 教 育 長   それでは、令和 3 年度 4 月定例教育委員会会議を開会いたします。 

まず、日程第 1、会議録署名委員の指名について、今月は、勝山委員よろしくお願

いいたします。 

勝 山 委 員  わかりました。 

山 口 教 育 長  続きまして、日程第 2、会議録の承認について、先月 3 月定例教育委員会会議の会

議録について確認していただきまして、何か訂正、付け加え等はございませんか。 

         特に無いようですので、会議録については承認とさせていただきます。 

         続きまして、日程第 3、教育長報告に移ります。今月は 1 件の報告がございます。 

報告第 1 号、教育委員会の後援名義承認申請のあった行事について、新たに承認

申請のあった行事がございますので、生涯学習課より報告をお願いします。 

道籏生涯学習課長   新たに承認申請のあった行事の①について、ご説明させていただきます。 

行事名は、2021 年度 SEEDs 中学生プログラムでございます。主催者は、NPO 法人 

ピープルアクティブライフ、代表は勝村耕治氏でございます。 

開催日は、令和 3 年 4 月 18 日（日）から令和 4 年 2 月 20 日（日）の期間のうち、

8 月を除く、毎月 1 回の計 10 回、10 日間でございます。 

場所は、大阪市立信太山野外活動センター、大泉緑地、金剛山などで行うものでご

ざいます。青少年の健全育成、自然体験活動を主な目的とし、開催趣旨としましては、

自然体験活動を通じて人と人とのつながりの大切さ、思いやりの気持ちを学ぶこと

とされています。 

対象者は中学生となっており、参加料は日帰りの場合は 6,500 円、宿泊が伴う場

合は 12,500 円でございます。行事内容の詳細につきましては、テント設営、縦走登

山、キャンプ実践、ロープワーク、ブッシュクラフト、アウトドアクッキング等です。 

営利目的や政治的活動、宗教的活動ではなく、後援等に関する事務処理要領に適合

すると認められるため、承認をお願いするものです。以上でございます。 

山 口 教 育 長  ありがとうございます。以前にも、小学生を対象とした同様の行事があったかと思



3 

 

いますが。 

道籏生涯学習課長   はい。小学校高学年向けと、中学校 1 年生向けの計 2 件のアウトドア活動事業に

ついて、後援名義の使用を承認させていただいた実績がございます。今回の行事につ

きましては、中学校 1 年生から 3 年生までを対象に、子どものリーダーシップ育成

を重点においた事業として、新たに申請を行うものであると伺っております。 

山 口 教 育 長  ありがとうございます。それでは、他にご意見、ご質問等はございませんか。 

特にないようですので、続いて、これまで承認したことのある行事について、何か

ご質問等はございませんか。 

 特にないようですので、報告第 1 号についてはこれで終わります。 

続きまして、日程第 4、富田林市教育委員会の議決を経るべき議案に移ります。今

月は 3 件の案件がございます。まずは、議案第 1 号、令和 3 年度の夏季休業日の変

更及び創立記念日における授業の実施について、教育指導室より説明をお願いしま

す。 

西岡教育総務部次長  それでは、議案第 1 号、令和 3 年度の夏季休業日の変更及び創立記念日における授

業の実施について、ご説明いたします。 

         本市の小学校、中学校につきまして、夏季休業日は、富田林市立小学校及び中学校

等の管理運営に関する規則において、7 月 21 日から 8 月 31 日までと定められており

ます。また、創立記念日は休業日とすることが定められています。 

         しかし、子どもたちの様々な体験を重視しながら、新学習指導要領による主体的・

対話的で深い学びを実現したり、それぞれの子どもに応じたきめ細かな学習をすす

めたりするために、小中学校長会から夏季休業日を 7 月 21 日から 8 月 29 日までと

し、創立記念日に授業を実施したいという申し出がありました。 

         なお、富田林市立小学校及び中学校等の管理運営に関する規則、第 3 条には校長

は、学期又は休業日を変更するときは、教育委員会の承認を受けなければならないと

示されておりますことから、ご検討をお願いするものでございます。 

         以上でございます。よろしくお願いいたします。 

山 口 教 育 長  ありがとうございます。それでは、議案第 1 号につきまして、何かご質問等はござ

いませんか。 

南 委 員   夏季休業日の短縮および創立記念日の授業実施は、今年度に限った話でしょうか。

次年度以降も継続されますか。 

西岡教育総務部次長  小中学校長会からの申し出を受け、今年度のみ実施するものです。次年度以降の対

応につきましては、状況を鑑みながら検討してまいりたいと思います。 

南 委 員   わかりました。ありがとうございます。 

山 口 教 育 長  近年の情勢というところですと、本市に限らず、近隣市町村は二学期の開始を前倒

しているところがほとんどとなっておりますので、今後は規則の改正も視野に入れつ

つ検討を進める必要があると思います。 

         それでは、他に何かございませんか。特に無いようですので、議案第 1 号につき

ましては、提案どおり議決とします。 

         続きまして、議案第 2 号、富田林市公私立幼稚園連絡協議会委員の委嘱・任命に

ついて、引き続き教育指導室より説明をお願いします。 
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西岡教育総務部次長  それでは、議案第 2 号、富田林市公私立幼稚園連絡協議会委員の委嘱・任命につい

て、提案の理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

         富田林市立公私立幼稚園連絡協議会は、本市における公立・私立幼稚園の教育に

関する連絡調整を図り、市の幼児教育の振興に資することを目的として、年 2 回開

催しています。この度は、同協議会要綱第 3 条の規定により、委員の委嘱並びに任命

をお願いするもので、任期は、令和 3 年 5 月１日から令和 4 年 4 月 30 日までの 1 年

間でございます。 

         なお、変更のあった委員には、お名前に網掛けをしております。 

         以上でございます。よろしくお願いいたします。 

山 口 教 育 長  ありがとうございます。それでは、議案第 2 号につきまして、何かご質問等はござ

いませんか。 

         特に無いようですので、議案第 2 号につきましては、提案どおり議決とします。 

最後に、議案第 3 号、富田林市伝統的建造物群保存審議会委員の委嘱・任命につい

て、文化財課より説明をお願いします。 

柳田生涯学習部次長   それでは、議案第 3 号、富田林市伝統的建造物群保存審議会委員の委嘱・任命につ

いて、提案の理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

         当審議会は、伝統的建造物群保存地区の保存等に関する重要事項について、調査

審議、及びこれらの事項について市長及び教育委員会に建議するものでございます。 

         当審議会委員につきましては、富田林市伝統的建造物群保存条例第 12 条第 3 項に

基づき委員会が委嘱又は任命することとなっております。 

         今回の委嘱・任命につきましては、4 月の人事異動に伴います市の職員選出委員の

変更でございます。人事異動のありました上下水道部長の職にあったものとして、鉄

本益巳氏を新委員として任命いたします。また、委員の役職変更もございましたので、

併せてご報告させていただきます。 

         なお、新委員の任期は前任者の在任期間となり、令和 3 年 7 月 31 日までとなって

おります。 

         以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上

げます。 

山 口 教 育 長   ありがとうございます。それでは、議案第 3 号につきまして、何かご質問等はご

ざいませんか。 

         特に無いようですので、議案第 3 号につきましては、提案どおり議決とします。 

以上で、本日の日程は、すべて終了となりました。本日の案件に対しまして、活発

なご意見、ご質問をいただきまして、ありがとうございました。これで、令和 3 年度

4 月の定例教育委員会会議を終了いたします。 

 

 

 

 

 


